
河川法
（昭和３９．７．１０）最近改正 平成２９．６．２ 法４５号

１．河川区域内における工作物の新築等の制限
（１）河川区域（法第６条）

河川区域とは、１級河川、２級河川及び準用河川にかかる次の区域をいいます。

① 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存す

る土地に類する状況を呈している土地（河岸の土地を含み、洪水その他の異常な天然現象により一時的に当該

状況を呈している土地を除く。）の区域（いわゆる「１号地」）

② 河川管理施設（ダム、堤防等河川の流出によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減す

る効用を有する施設で河川管理者が設置し、又は管理する施設）の敷地である土地の区域（いわゆる「２号地」）

③ 堤外（堤防より河川側）の土地（一定のこれに類する土地及び一定の遊水池を含む。）の区域のうち、１号

地と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域（いわゆる「３号地」）

（２）河川管理者

河川管理者とは、１級河川（国土交通大臣が指定）にあっては国土交通大臣、２級河川（都道府県知事が指定）

にあっては都道府県知事、準用河川（市町村長が指定）にあっては市町村長をいいます。

（３）制限の内容（法第２６条第１項）

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなけ

ればなりません。

（４）河川区域の確認方法

取引物件が河川区域内にあるか否かの確認のためには、登記簿上の表題部の河川区域内の土地である旨の記載を

確認するとともに、１級河川にあっては地方整備局の事務所、２級河川にあっては都道府県の事務所で、河川現況

台帳を閲覧することができます。

２．河川区域内における土地の掘削等の制限
（１）制限の内容（法第２７条第１項）

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植、伐

採をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。

【適用除外】

イ 法第２６条に基づき工作物の新築等の許可を受けた者が、当該新築等のためにする土地の掘削等

ロ 河川管理施設の敷地から１０m以上離れた土地において行う耕うん

ハ 河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為 など

３．河川保全区域における一定の行為の制限
（１）河川保全区域（法第５４条）

河川保全区域とは、河川管理者が、河岸又は河川管理施設を保全するため河川区域の境界から５０m（原則）を超

えない範囲内で指定した区域をいいます。

（２）制限の内容（法第５５条第１項）

河川保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為又は工作物の新築・改築を

しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。

【適用除外】（施行令第３４条）

次に掲げる行為については許可を要しません（ただし、Ⅱ及びⅢに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から５m

以内の土地におけるものを除く。）。
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Ⅰ 耕うん

Ⅱ 堤内の土地における地表から高さ３m以内の盛土

Ⅲ 堤内の土地における地表から深さ１m以内の土地の掘削又は切土など

（３）河川保全区域の確認方法

河川区域と同様に、関係地方整備局又は関係都道府県の事務所で河川現況台帳を閲覧することができます。

４．河川予定地における一定の行為の制限
（１）河川予定地（法第５６条）

河川管理者が河川工事を施行するため必要があると認めるときに、当該河川工事の施行により新たに河川区域内

の土地となるべき土地を河川予定地として指定します。

（２）制限の内容（法第５７条第１項）

河川予定地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為又は工作物の新築・改築をしよ

うとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。

【適用除外】（施行令第３５条）

Ⅰ 耕うん

Ⅱ 地表から深さ１．５m以内の土地の掘削又は切土

（３）河川予定地の確認方法

地方整備局又は都道府県の事務所で河川現況台帳を閲覧することができます。

５．河川保全立体区域における一定の行為の制限
（１）河川保全立体区域（法第５８条の３）

河川保全立体区域とは、河川立体区域を指定する河川管理施設を保全するため、河川管理者が当該河川立体区域

に接する一定の範囲の地下又は空間を指定するもので、当該河川管理施設を保全するため必要な最小限の範囲に限

って指定します。

（２）制限の内容（法第５８条の４第１項）

河川保全立体区域において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為、工作物の新築・改築・

除却又は重量が２t／㎡以上の土石その他の物件の集積をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければな

りません。

【適用除外】（施行令第３５条の２）

Ⅰ 耕うん

Ⅱ 地上又は地表から深さ１m以内の地下における工作物の除却

Ⅲ 河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為 など

（３）河川保全立体区域の確認方法

地方整備局又は都道府県の事務所で河川現況台帳を閲覧することができます。

６．河川予定立体区域における一定の行為の制限
（１）河川予定立体区域（法第５８条の５）

河川予定立体区域とは、河川管理者が河川工事の施行のため必要があると認めるときに、河川工事の施行により

新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定します。

（２）制限の内容（法第５８条の６第１項）

河川予定立体区域において、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為又は工作物の新築・改築

をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
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【適用除外】（施行令第３５条の４）

河川予定地と同様。

（３）河川予定立体区域の確認方法

地方整備局又は都道府県の事務所で河川現況台帳を閲覧することができます。
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